
重度障害者医療費助成制度の概要

１ 制度概要 
【対 象 者】①身体障害者手帳１・２級 

②療育手帳Ａ１・Ａ２（知能指数３５以下） 

③身体障害者手帳３級かつ療育手帳Ｂ１（知能指数５０以下） 

④精神障害者保健福祉手帳１級（平成２５年１０月～） 

※ただし生活保護受給者は対象外 

【制度内容】対象者に医療証を交付し、原則、窓口負担のない現物給付方式により保険医療費の

自己負担分を助成 

      ※ただし精神障害のみの方は入院医療に係る医療費は助成対象外 

２ 本市の実施状況 

年度 対象者数 
決算額 

（扶助費・事務費）
県補助金 

平成２０年度 １６，４２９人 ２，４８３，６７５，５５４円 ７６０，９５１，０００円 

平成２１年度 １６，７４４人 ２，７９１，０８７，０７０円 ７３３，３８５，０００円 

平成２２年度 １６，９７３人 ２，７４０，５５９，７５３円 ６４０，５７５，０００円 

平成２３年度 １７，２８０人 ２，７６９，７９４，０００円 ５７４，０１５，０００円 

平成２４年度 １７，６２０人 ２，８３５，５２４，０７１円 ５３９，１４１，０００円 

平成２５年度 １８，２６０人 ２，８６３，７６０，１７２円 ５４１，５９９，０００円 

平成２６年度 １８，５２６人 ２，９５４，２３８，０８２円 ５４０，７２０，０００円 

３ 県制度の経過

（１）補助率の推移

年度 補助率  年度 補助率

昭和４８年度 １００％（事業開始）  平成１３年度 ５２．５％ 

昭和６０年度 ９５％ 平成１４年度 ４５％ 

平成 ７年度 ９０％ 平成１５年度 ３７．５％ 

平成 ８年度 ８５％ 平成１６年度以降 １／３ 

平成１０年度 ７７．５％ 

平成１１年度 ７０％  

平成１２年度 ６０％  

（２）県の制度見直しの内容 

県は、医療保険制度の見直しや対象者の増加により事業費が年々大きく増加する中で、財政状況

が厳しいことから、安定的な事業運営の継続を図るため、平成２０年１０月から対象者の見直しと

一部負担金の導入、平成２１年１０月からは所得制限の導入を行った。一方、３障害一元化や精神

障害者の地域生活支援の観点から、平成２４年４月から精神障害者に対象を拡大した。 

項目 内容 実施年月 ※本市の状況

対象者の見直し 65 歳以上の新規対象者を制度の対象外とする 
平成 20年 10 月 

制度の対象と 
している

一部負担金の導入 通院 1回 200 円、入院 1日 100円(調剤を除く) 適用していない 

所得制限の導入 特別障害者手当における本人の所得限度額を準用 平成 21年 10 月 適用していない 

精神障害者対象化 精神障害者1級を新たに対象化(入院医療費を除く) 平成 24年 4 月 県と同様に実施

県の制度見直し（（２）参照）により、 
・平成２０年１０月から、６５歳以上新規対象者及び 

一部負担金は補助対象外 

・平成２１年１０月から、所得制限対象者は補助対象外 

資料１


